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（午後３時 30 分開会） 

〇若年支援事業課長 本日の傍聴人でございますが、傍聴人は９人、内、オンラ

インによる傍聴人は０人となっております。今しばらくお待ちください。 

（傍聴人入室） 

〇若年支援事業課長 それでは審議会を初めさせていただきます。現在御出席い

ただいております委員の方は 17 名で、条例第 24 条第１項に定めます審議会の開

催に必要な定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。 

 それでは会長、議事進行をお願いいたします。 

〇会長 それでは、ただいまから「第 765 回東京都青少年健全育成審議会」を開

催いたします。お手元の議事次第に従いまして議事進行を行ってまいります。  

 それでは、まず議事の２「条例に基づく事務の施行経過」について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

〇若年支援事業課長 条例に基づく事務の施行経過等について、説明いたしま

す。まず、「次第」と書かれております資料の表紙をおめくりいただき、１ペー

ジをご覧いただきたいと存じます。 

 前回の審議会以降の 12 月８日から２月８日までに実施いたしました本審議会

事務局の動きをまとめたものでございます。前回審議会の御意見を踏まえまし

て、一誌を８条指定図書類とすること、及び優良映画については一作品を推奨す

ることを決定いたしました。12 月 11 日にプレス発表、店舗及び関係団体等への

周知を行い、８条指定図書類については、12 月 12 日に告示、優良映画について

は 12 月 16 日に公告いたしました。 

また、青少年やその保護者等を対象に、「ファミリｅルール講座」を 47 回開

催いたしました。 

また、本日の諮問に先立ちまして、２月４日に出版業界自主規制団体との打合

せ会を実施し、本日諮問いたします図書類に関する御意見を頂いております。意

見聴取の内容は「自主規制団体からの聞き取り結果」としてまとめ、調査・審議
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事項の資料に添付しておりますので、後ほど御説明させていただきます。 

２ページ及び３ページをご覧ください。過去１年間における条例の適用状況を

お示ししております。２ページには、過去１年間の８条指定図書類の指定実績

を、３ページには、過去１年間の優良映画の推奨実績を載せてございます。８条

指定図書類については、過去１年以内に指定を６回受けた場合に、事業者に対し

勧告をする制度がございますが、累回指定による勧告の対象社はございません。  

続きまして、４ページから５ページをご覧いただきたいと存じます。こちらは

都が委嘱しております、東京都青少年健全育成協力員の 12 月から１月分の活動

状況でございます。１月までに委嘱しております協力員は 689 名です。12 月の活

動者数は 68 名、調査店舗数は 314 店舗でございました。1 月の活動者数は 45

名、調査店舗数は 170 店舗でございました。 

確認する図書類は、「８条指定図書類」、「成人向け」などの成人マーク付き

の図書類である「表示図書類」、青い半透明のシールで止めることで青少年が容

易に閲覧できない措置がされた、小口シール止め誌の「類似図書類」の３種類で

す。 この３種類の図書類について協力員の調査結果を、それぞれ表に示してい

ます。 

12 月におきましては、８条指定図書類につきましては、包装がされていない店

舗が１店舗ございました。表示図書類につきまして、包装がされていない店舗が

３店舗、区分陳列がされていない店舗が１店舗ございました。また、青少年への

販売等を制限する制限掲示が無かった店舗が１店舗ございました。 

１月におきましては、表示図書類につきまして、区分陳列がされていない店舗

が３店舗ございました。また、青少年への販売等を制限する制限掲示がなかった

店舗が３店舗ございました。 

なお、12 月におきまして、８条指定図書類に関する通報等に基づく立入調査が

一件ございましたが、職員が立ち入り調査を行ったところ、該当する図書はござ

いませんでした。 
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続きまして、６ページからは、都の職員による独自の立入調査等の実施状況を

記載してございます。６ページには 12 月分、７ページには１月分の実施状況を

それぞれ記載してございます。 

12 月分でございますが、一番目の表、書店等への立入調査では、表示図書類の

取扱い不適切な店舗が１店舗ございました。三番目の表、カラオケボックス、ま

んが喫茶等への実態調査では、青少年のＰＣ利用時のフィルタリングが導入され

ていない店舗が１店舗ございました。 

１月分でございますが、三番目の表、カラオケボックス、まんが喫茶等への実態

調査では、青少年のＰＣ利用時のフィルタリングが導入されていない店舗が１店

舗ございました。問題があった店舗につきましては、いずれも、その場での是正

措置を含め、条例を順守するよう指導いたしました。 

続きまして、８ページから９ページをご覧いただきたいと存じます。雑誌・ビ

デオ類等に関する自動販売機の届出等の施行状況でございますが、１月に廃止届

が２台ございました。自動販売機立入調査については、12 月及び１月は実施して

おりません。事務の施行経過については、以上でございます。 

〇会長 御説明ありがとうございました。ただいまの説明について、御質問等ご

ざいますか。 

 それでは、御質問がございませんので、調査・審議事項に移りたいと思いま

す。本日は、８条指定図書類についての諮問、及び優良映画の推奨についての諮

問でございます。よろしくお願いいたします。 

 調査・審議事項は非公開となりますので、委員、事務局職員以外の方はこの段

階で御退出をお願いいたします。 

（傍聴人退出） 

〇会長 それでは、再開いたします。本日の諮問事項につきまして、事務局から

説明をお願いいたします。 

〇若年支援事業課長 それでは、本日の諮問事項について説明いたします。皆様
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のお手元の資料のうち、「調査・審議事項」と記載されております、資料に沿っ

て御説明いたします。計２誌の８条指定図書類についての諮問でございます。

「調査・審議事項」と記載されております資料の表紙をおめくりいただき、１ペ

ージをご覧いただきたいと存じます。諮問第 1205 号でございます。 

 ２ページをご覧いただきたいと存じます。諮問図書類及び指定基準該当箇所一

覧でございます。こちらに記載されました図書類は、令和７年 11 月 26 日から令

和８年１月 26 日までの間に、都内のコンビニ・書店等で、青少年が容易に手に

取り閲覧できる場所に陳列されているものから購入いたしました、計 208 誌のう

ち、８ページ、９ページに記載してございます、条例施行規則第 15 条の指定基

準に基づきまして指定図書類の候補として選定したものでございます。 

 番号１が、「ジュネットコミックス 472 ピアスシリーズ 682『お隣さんはオト

ナ失格の泣き虫マゾ！』」、令和８年２月５日にジュネット株式会社より発行さ

れております。過去１年間の指定は１回でございます。 

 番号２が、「ＰＯＥ ＢＡＣＫＳ ＢＡＢＹ ＣＯＭＩＣＳ『へんたいきぐる

みといっしょ』」、令和８年１月 10 日に株式会社ふゅーじょんぷろだくとより

発行されております。過去１年間の指定はございません。 

 該当箇所につきましては、いずれも全編大部分でございます。該当指定基準

は、いずれも施行規則第 15 条第１項第１号イ・ロ、著しく性的感情を刺激し、

青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの、でございます。購入場所は、

いずれも書店でございます。 

 本審議会の諮問に先立ちまして、２月４日に自主規制団体から意見を聴取し

て、３ページ、４ページに取りまとめてございます。まず、３ページをご覧いた

だきたいと存じます。当日は 16 名の方が出席されました。 

 番号１「ジュネットコミックス 472 ピアスシリーズ 682『お隣さんはオトナ失

格の泣き虫マゾ！』」でございます。自主規制団体の御意見としましては、「指

定やむなし」の意見が８名です。その主な内容は、一番上ですが、「お仕置きと
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称して、お尻をたたき、自分の思い通りに相手を誘導していく、暴力的な表現と

言ってもいいし、人格否定的と言ってもいい。性器は白抜きしているがシーンに

よっては形状も分かりやすく体液描写もある。生活改善という名目としているが

少し変な感じも受ける。全体として見て、指定該当やむなし。」などでございま

す。「指定非該当」の方は６名で、その内容は、下から２番目をご覧いただきま

す。「お尻を強く叩くというシーンが多いが、暴力性が高いというよりは、信頼

関係を有する二者間での性的嗜好に基づく性行為の一環なので、許容範囲。性行

為描写は多少、性器の形態は分かるものの、白抜きで表現・描写するという技法

により露骨な生々しさは抑えられている。指定非該当。」などでございます。保

留の方は２名いらっしゃいました。 

 続きまして、４ページをご覧ください。番号２「ＰＯＥ ＢＡＣＫＳ ＢＡＢ

Ｙ ＣＯＭＩＣＳ『へんたいきぐるみといっしょ』」でございます。自主規制団

体の御意見としましては「指定やむなし」の意見が 12 名です。その主な内容

は、上から５番目ですが、「しっかりと性器が描写されており、性交シーンもリ

アルに描かれている。ＢＬの設定としてはあまり見られないストーリーなだけ

に、余計に性描写が強く印象に残ってしまう。指定該当やむなし。」などでござ

います。「指定非該当」の方は４名で、その内容は、下から３番目ですが、「や

り方は問題あるにせよ、好きな思いが愛を勝ち取ったという見方をすることがで

きるので、内容的にはコメディタッチで許容できる範囲だと感じた。少し性器描

写で行き過ぎなところもあるが、量的には少なく、こちらも許容だと判断した。

指定非該当。」などでございます。保留の方はいらっしゃいませんでした。 

 説明は以上でございます。 

〇会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明について、質問

はございますでしょうか。 

 それでは、特によろしければ、それぞれ調査に入ってください。 

（図書審査） 
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〇会長 それでは皆さま、図書はご覧いただけましたでしょうか。それでは、各

委員から御意見をお伺いしてまいります。本日、２冊ございまして、題名が長い

ので、最初の「お隣さんはオトナ失格の泣き虫マゾ！」が番号１、それから、

「へんたいきぐるみといっしょ」が番号２ということで、番号１が該当か非該当

か、番号２が該当か非該当か、というような形で、御意見を頂ければと思いま

す。 

 それでは、まず、Ⅾ委員からお願いします。 

〇Ⅾ委員 まず、一つ目ですが、前半の分に関しまして暴力的な部分がかなりあ

るかなと感じます。また、後半に関しましては、性行為の描写がかなり続いてい

ますので、指定該当やむなしと判断しております。 

 二つ目ですが、着ぐるみ等でコメディタッチになっていますが、性器の描写だ

とか性交シーンもリアルに描かれていますので、こちらの方も指定該当やむなし

と思います。以上です。 

〇会長 矢ノ目委員、お願いします。 

〇矢ノ目委員 まず、番号１の方は、暴力を不当に賛美とまでは言いませんけれ

ども、マゾヒズムという文脈で、支配・服従や、痛みと快楽を結びつける描写が

みられました。未熟な模倣行為の懸念や青少年の性の理解を歪めかねないため指

定でお願いいたします。 

 ２点目は、番号２の方は、男性器を隠せていないですし、性行為が露骨に描写

されていますので、青少年が閲覧するには卑わいであると感じました。こちらも

指定でお願いいたします。以上です。 

〇会長 Ｆ委員、お願いします。 

〇Ｆ委員 １の「泣き虫マゾ」ですが、こちらは、暴力的行為、性的行為を暴力

行為とみなすかは見方がかなり分かれるところではなかろうかとは思います。一

応、恋愛感情が発展していく形で描かれていますので、不快感はそれほど無いか

なと思いました。しかし、性器がほぼ形状通りに描かれている箇所が何箇所かあ
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りまして、ここはあまりに露骨ではないかと感じました。結論としては、指定該

当やむなしと思います。 

 ２の「きぐるみ」ですが、性交シーンが描かれているページ数そのものは意外

と少ないので、全般該当とは言い難いのかもしれません。ただ、「泣き虫マ

ゾ」、１の作品以上に性器が生々しく描かれていて、許容範囲を超えていると判

断せざるを得ません。該当やむなしとしたいと思います。以上です。 

〇会長 Ｂ委員、お願いします。 

〇Ｂ委員 １ですが、私は前半読んだ時はそこまでではないかなと思ったのです

が、後半６話目７話目あたりが、やはり性交シーンがちょっと多いので、これは

指定該当やむなしとせざるを得ないかなと思っております。 

 ２冊目ですが、こちらは私、これは迷っていまして、自主規制団体の聞き取り

結果でもあったのですけれども、卑わい感を感じるかどうかというところの判断

が、非常にちょっと難しいなと思っていまして、一方で、他の委員が指摘してい

るような、性器の消しが甘いというところがあるかなと思っていまして、これは

保留とさせていただきたいと思っています。 

 １点だけ加えさせていただきますと、両方共全編大部分というのは、そうでは

ないのではないかというのは改めて思います。以前に定義の説明があったので、

どうかと思うのですけれども、全編大部分というのは言いづらいなとは思いま

す。以上です。 

〇会長 Ｅ委員、お願いします。 

〇Ｅ委員 まず１番目ですけれども、人格否定と言える場面があることと、お仕

置きと称して体罰的な場面もあります。性器のぼかしがとても曖昧で精神的な面

での脅迫感も感じられますので、指定該当でお願いいたします。 

 ２作目ですけれども、性器の描写の消しが甘いです。人格否定や薬を使用して

などというところは見られないのですが、性交の描写が多く露骨であり、指定該

当でお願いいたします。以上です。 
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〇会長 伊藤貴行委員、お願いします。 

〇伊藤貴行委員 １番目につきましては、やはりお尻をたたく表現が少し暴力的

だと感じますし、特に後半、性描写が多くて、体液の描写も生々しく描かれてい

ますので、指定該当やむなしだと思います。 

 ２番目に付いてはとにかく性器の消しが甘いので、指定該当やむなしでお願い

します。 

〇会長 Ｉ委員、お願いします。 

〇Ｉ委員 １冊目は、男性器が白抜きながら形、形状がはっきり分かるというこ

とと、性交中の体液、擬音の描写も激しく描かれておりますので、指定該当でお

願いいたします。 

 ２作目はコミカルな設定ではあるものの、行為中の男性器がしっかり描かれて

おりますので、指定該当でお願いいたします。以上です。 

〇会長 馬神委員、お願いします。 

〇馬神委員 １冊目の方は、特に後半部分について性描写が多くなり、またリア

ルな描写が多いということから指定該当やむなしかと思います。 

 ２冊目につきましては、性器の修整が不十分な箇所が多く、また、表現もリア

ルなところがありますので、指定該当と私も考えます。以上です。 

〇会長 Ｊ委員、お願いします。 

〇Ｊ委員 まず１冊目ですが、頻繁に出てくるお尻をたたくお仕置きシーンをど

う考えるか微妙なところですが、性器の消しの甘さや、体液描写、それから後半

の性交シーンを考えますと、やはり、指定該当やむなしだと思います。 

 それから、二つ目の着ぐるみの方ですが、かわいらしい着ぐるみを着ている

分、かえって露骨に卑わいさが伝わってきました。性交シーンの過激さや性器の

描写を考えると、こちらも指定該当やむなしでお願いします。以上です。 

〇会長 佐久間委員、お願いします。 

〇佐久間委員 １作品目ですけれども、私も皆様と同様の理由で全体として見れ
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ばやはり指定該当やむなしと思います。 

 それから、２作目につきましても、今おっしゃっていたとおり、コメディタッ

チと言いますか、かわいらしい表現になってるところも、逆に少し気になるとこ

ろでございまして、指定該当やむなしとしたいと思います。 

〇会長 Ｇ委員、お願いします。 

〇Ｇ委員 ２誌とも、区分陳列としていただきたいと思います。１誌目ですが、

自主規制団体からの聞き取り結果を見ると、指定該当が８人、保留が２人、指定

非該当が６人と割と分かれているように思いますが、私の価値観とは随分違うな

と思いました。以上です。 

〇会長 髙島委員、お願いします。 

〇髙島委員 まず１冊目、指定該当やむなしでお願いしたいと思います。暴力で

相手を支配するということが描かれておりますので、青少年に対して与える影響

が大変大きいと思いました。また、性描写もリアルというのがその理由です。  

 ２冊目も指定該当やむなしとさせていただきたいと思います。やはり性器の消

しが甘く、性交シーンも非常に、ぬいぐるみ着ている分、逆にリアルな感じがし

たということがありますので、お願いいたします。 

〇会長 Ａ委員、お願いします。 

〇Ａ委員 お尻をたたくシーンなどがあるのですけれども、それが直接的な暴力

的シーンや、人格否定とは、言いがたいと考えております。性器の修整などに関

しては、配慮されてると考えますので、非該当でお願いいたします。 

 二つ目です。全体的にコミカルなタッチだったと考えます。性器の修整が多少

甘いなというところは感じましたが、露骨な性描写も抑えられているかなという

ことを考えます。人格否定や暴力性は無いものと考え、非該当でお願いします。  

〇会長 Ｈ委員、お願いします。 

〇Ｈ委員 私は、１誌目も２誌目も指定該当と判断いたします。以上です。 

〇会長 Ｃ委員、お願いします。 
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〇Ｃ委員 １番目ですが、性器の修整はされているものの、修整は、縁が描かれ

ていて、形が分かる。性描写の分量は多くはないのですけれども、後半に急激に

増えてくると。体罰のような印象も受けるので、指定該当でお願いします。 

 ２番の方は、全体的にコミカルタッチで描かれていておりますが、卑わい感が

あるかどうかというのは少し判断が難しいとは思いますけども、性器の修整が甘

いというところもありますので、性描写もありますし、指定該当でお願いしま

す。 

〇会長 会長代理、お願いします。 

〇会長代理 １番目は、暴力を不当に賛美するというところがあります。それか

らやはり、著しく性感情を刺激する、卑わいな感じを与えるというところにも該

当すると思いますので、指定該当でお願いします。 

 ２番目ですけれども、回数はそれほどではないのですけども、性的行為を露骨

に描写していると、明らかにそれに該当する部分がありますので、指定該当でお

願いいたします。 

〇会長 ありがとうございました。私も、１冊目、暴力シーンと性描写のリア

ル、また、２冊目についても、修整の甘さ等で、どちらも指定やむなしと思いま

した。 

 皆様から御意見を頂きましたが、１冊目の『お隣さんはオトナ失格の泣き虫マ

ゾ！』につきましては、１名の委員が非該当ですが、残りの方は、指定該当とい

うことでございました。また、番号２の方の、『へんたいきぐるみといっしょ』

につきましては、１名の方が非該当、１名の方は保留でしたが、残りの委員の方

は指定該当ということでございましたので、今回諮問された図書類については

「指定該当」と答申をしてよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、２誌指定ということで答申させていただきます。 

 それでは、議事を進めさせていただきます。続いて、優良映画の推奨について

事務局から説明をお願いいたします。 



 13 

〇若年支援事業課長 それでは、「優良映画の推奨について」説明いたします。 

 資料 12 ページをご覧ください。優良映画等の推奨に関する条例等を記載して

おります。条例施行規則の第２条、１号から６号のいずれかに該当するものであ

ると、推奨することとなります。 

 資料 13 ページをご覧いただきたいと存じます。諮問第 1204 号でございます。

今回は２作品を諮問いたします。１作品目は『アメリと雨の物語』、制作者は記

載のとおりでございます。令和８年３月 20 日から TOHO シネマズ日比谷ほかでの

公開を予定しております。２作品目は『私たちの話し方』、制作者は記載のとお

りでございます。令和８年３月 27 日から新宿武蔵野館ほかで公開を予定してお

ります。 

 １作品目『アメリと雨の物語』の申請内容でございますが、15 ページをご覧い

ただきたいと存じます。こちらは、申請者からの申請内容でございます。対象区

分は小学生、中学生及び高校生、推奨にふさわしい理由は記載のとおり。また、

青少年の健全な育成に有益とする該当項目としては第２号「青少年が知識を身に

つけ、教養を深めていくことに役立つもの」、第３号「青少年の人を慈しみ、大

切にする心を育てるもの」、第４号「青少年の美しいものに対する感性を磨き、

育てるもの」、第５号「青少年の思考力、批判力または観察力を養うもの」、第

６号「前各号に掲げるもののほか、青少年の健全な心身の成長に資するもの」と

いう申請内容でございます。 

 16 ページをご覧いただきたいと存じます。こちらは事務局の案でございます。

事務局の案といたしましては、条例施行規則第２条の推奨基準に照らしまして、

ページ下段にございます通り、該当項目は第２号、第３号、第４号、第５号、第

６号、対象区分は、青少年、主として小学生、中学生、高校生を健全に育成する

上で有益であると認め、小学生、中学生、高校生を対象に推奨を行うことといた

しました。 

 続きまして２作品目、『私たちの話し方』の申請内容でございますが、 18 ペー
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ジから 19 ページをご覧いただきたいと存じます。こちらは、申請者からの申請

内容でございます。対象区分は小学生高学年、中学生及び高校生、推奨にふさわ

しい理由は記載のとおり、また、「青少年の健全な育成に有益とする」該当項目

としましては、第１号「青少年の社会に対する良識と倫理観を育てるもの」、第

２号「青少年が知識を身につけ、教養を深めていくことに役立つもの」、第３号

「青少年の人を慈しみ、大切にする心を育てるもの」、第５号「青少年の思考

力、批判力または観察力を養うもの」という申請内容でございます。 

 20 ページをご覧いただきたいと存じます。こちらは事務局の案でございます。

事務局の案といたしましては、条例施行規則第２条の推奨基準に照らしまして、

ページ下段にございますとおり、「該当項目」は第１号、第２号、第３号、第５

号、対象区分は、青少年、主として小学生高学年、中学生、高校生を健全に育成

する上で有益であると認め、小学生高学年、中学生、高校生を対象に推奨を行う

ことといたしました。 

 説明は以上でございます。 

〇会長 ただいまの事務局の説明につきまして、御質問等ございましたらお願い

します。Ｂ委員、どうぞ。 

〇Ｂ委員 最初の方なんですけれども、６番のその他というのが、入っていると

思うのですけれども、これはどういったものが対象になるのでしょうか。推奨の

基準の第６号、前各号に掲げるもののほか、健全な心身の成長に資するもの、と

あると思うのですけれども、これは具体的には何かありますか。 

〇若年支援事業課長 事務局の見解でよろしいでしょうか。 

〇Ｂ委員 はい、事務局の見解をよろしくお願いします。 

〇若年支援事業課長 16 ページをご覧いただきますと、１番下、独創的な世界観

や想像力を持ったアメリの個性を尊重し、子供たちの自由で豊かな想像力や感性

を育むことの重要性を伝えるものであり、青少年の健全な心身の成長に資するも

のである、といたしまして、この第６号も当たるのではないかという事務局案で
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ございます。 

〇Ｂ委員 ありがとうございます。 

〇会長 それでは、先ほどの図書と同じように、番号１が「アメリと雨の物

語」、番号２が「私たちの話し方」、で推奨するかしないか、それから事務局案

の対象区分、項目について御意見をお願いいたします。 

 それでは、Ｄ委員、お願いします。 

〇Ｄ委員 まず一つ目の作品ですけれども、推奨でお願いしたいと思います。基

準等は事務局案どおりで結構だと思います。主人公のアメリが、２歳半まで無反

応だった彼女が、あるきっかけをもとに、世界に心を開いて、家族、家政婦のニ

シオさんや、家族との日常をキラキラした冒険に変えていく姿は、非常に、胸を

打たれるものでした。また、今の子供たちは、ＳＮＳだとか勉強など、常に正解

だとか結果を求められる忙しい日々を送っていますけれども、そんな中でこの映

画が描く日常の中の魔法を見つける力や、自分を神様だと信じるほどの自由な想

像力は子供たちの自己肯定感を優しく育んでいるというように思います。 1960 年

代の神戸という、日本を舞台にしている中で、ベルギー人の女の子が育つ物語と

いうことで、背景も親しみやすくて、自然な形で異文化交流の尊さを学べる点も

素晴らしいと感じます。 

 ２作品目ですけれども、こちらも方も推奨で、事務局案どおりの基準で結構だ

と思います。この映画は障害、聴覚障害を持つ３人の若者の葛藤を描いた物語と

いうことで、これを単なる障害を知るための映画ではなくて、相手の心を本当の

意味で理解しようとする大切さを学べる作品じゃないかなと思います。作品の中

では、手話や口話、人工内耳など、登場人物によって話し方が全く異なる。それ

ゆえに生ずるすれ違いだとか、社会に溶け込もうとする姿は、思春期特有の自分

の居場所を探していることと重なるので、中高生にとっても深く響くんじゃない

かなと思います。何よりこの音響の工夫という部分では、私自身も、こんなよう

に聞こえるのかなということで、耳が聞こえづらい方の感覚を、疑似体験できる
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演出があったのも、驚かされるものであり、教えられたかなと思いました。以上

です。 

〇会長 矢ノ目委員、お願いします。 

〇矢ノ目委員 まず１作目は、主人公のアメリ自身が、視点や感覚を軸に、家族

や周囲の大人との関わり、環境の変化、言葉にならない感情の揺らぎが丁寧に表

現されていると感じました。当初はいじわるな存在として映る兄のアンドレやカ

シマさんが、人並みに優しさを持つ人物であり、アメリがその優しさに救われる

過程は、他者を一面的に判断せず、その背景に思いを巡らせることの大切さも示

していると感じています。対象区分は、吹き替えがあるため低学年でも視聴可能

ですが、アニメーションとしては面白いのですけれども、やっぱりこの低学年が

この作品を見て、理解するには少し難しいなと感じましたので、対象区分は小学

校高学年以降が適当と考えています。推奨項目は、私も６号は少し分かりにくい

かなと感じましたので、３、４、５が適当と思いますが、ここの点は抽象的なも

のなので、事務局案で構いません。 

２作目についてです。こちらの作品は聴覚障害を持つ作品ですけど、最近、推

奨の作品としては多いかなというように感じました。トレンドなのでしょうか。

こちらは、若者が自身のアイデンティティとどのように向き合うのかっていうの

が音響も含めて、かなり繊細に表現されていると感じました。また、聴覚障害を

持っている人の当事者の意見を大切にするという視点も評価できます。これも余

談ですが、今回の推奨申請書は、推奨にふさわしい理由を非常にこう分かりやす

く記載されていましたので、審査する側も申請者がどのような点を、どの推奨項

目に考えているのかという意図を理解した上で審査することができました。な

お、内容は変えるにせよ、今後の申請者にお願いしたい記載例だなと感じており

ます。対象区分、推奨項目は、いずれも事務局案で賛成いたします。 

〇会長 Ｆ委員、お願いします。 

〇Ｆ委員 まず、アメリの方ですけれども、極めて特徴的である輪郭線の無い叙
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情的な作画のスタイルが非常に効果的で、生と死、それから、人生の儚さをテー

マにしたこのアニメの魅力を際立たせていると思います。時代考証や日本文化へ

の目配りとリスペクトも行き届いています。ニシオさんとアメリの心の交流、そ

れから、カシマさんとアメリとの反目と和解も丁寧に描かれていて、説得力があ

る。青少年が生と死や人生の不条理を考えるための優れた教材であり、推奨に値

すると思います。 

 それから２作目の『私たちの話し方』。まず、現在一般的に使われている手話

が、かつては、聴者、聞こえる人、聴者や行政当局から排除されていて、社会的

に認知されたのがつい最近であることを私は知らずにいました。したがって、非

常に驚きました。これは、香港だけでなくて、どこの社会にもある、ある程度共

通する状況でしょう。その歴史の中で、主たる登場人物のろう者３人が、それぞ

れのコミュニケーションスキルを確立していく青春群像が、見るものに重い問題

提起を投げかけます。人工内耳の使用に対する三者三様の向き合い方は、健常者

の立場でも、「ああ、こういう見解の相違はありがちだよな。」と思わせます。

『みんなおしゃべり！』、『ぼくの名前はラワン』、そしてこの映画。このとこ

ろ、ろう者の世界を描いた映画が続きましたが、それぞれ非常に優れた作品でし

た。この映画も障害者とどのように付き合うべきか、彼らはどんな状況で生きて

いるのかを知るために、ぜひ若者に見てほしい作品。推奨に値します。 

 両作品とも対象区分、該当項目は提案どおりで結構です。以上です。 

〇会長 Ｂ委員、お願いします。 

〇Ｂ委員 まず、両作品とも非常に素晴らしい作品だなと思っていまして、推奨

に値するのではないかと思いました。それぞれ少し、意見を述べさせていただき

たいのですが、まず、アメリの方なのですが、最初、始まりのところ、神とか出

てきて、何の話をしてるのか一瞬、なかなか捉えるのが難しいなと思いながら見

ていて、少し話が飛んでしまいますが、映画の推奨に上がってくるときに、アニ

メはなかなか難しいなと思うことも多かったのですが、見るうちにだんだんと中



 18 

に引き込まれていって、そして、シナリオというかストーリーも、非常に練られ

ておりますし、生と死が描かれていて、アメリがその世界を理解していくと言い

ますか、祖母の死やニシオさんとの関わりの中で色々と理解をしていくというと

ころが非常に分かりやすく描かれていて、本当に素晴らしい作品だなと思いまし

た。そして、他の方々と少し違うところを申し上げますと、見ていて、海水浴の

帰りに、アメリがニシオさんに瓶を渡して開けたところのシーンが、「ホタルの

墓みたいだな」と思って見ていたら、先ほど少しパンフレットを見させてもらっ

たのですけれども、ホタルの墓をもオマージュしてるようなシーンがあるという

ようなことも書いてありましたので、本当に日本のアニメーションに対しても非

常に大きなリスペクトを持っていらっしゃるんだなということを感じまして、本

当に良い作品だなと思いました。また、私も子供がいますから、子供と、２歳の

子供なのですけれども、まだ理解できないと思いますけれども、小さい子供が見

ても良いのではないかな、日本のジブリ作品のような形で見ていただいていいも

のではないかと思いますので、対象区分等、事務局案で良いかなと思います。項

目もそのままでいいです。 

 ２作品目なのですけども、こちらも皆さんがおっしゃっているとおりで、これ

まで聴覚障害のある方々の作品が続いていますが、今回は、聴覚障害者の中で

も、手話を使う方、人工内耳やその中間という３者、それぞれの立ち位置が微妙

に違うのだということが、描かれていて、その中でもさらにその友情を育んでい

くという作品になっていて、ちょっと主人公の名前、女の子の名前忘れましたけ

れども、彼女が普通になったのようなことを言った際に、手話の彼が、名前がす

みません、色々と申し訳ないのですけれども、その誇りを持っているのだという

話があり、更には、たぶん聴覚障害のある方の中でもそれだけの差があり、この

作品を見るだろう青少年にとっては、更に大きな違いがあるということを改めて

認識のできる、非常に優れた作品ではないかなと思います。対象区分等、事務局

案で良いと思います。以上です。 
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〇会長 Ｅ委員、お願いします。 

〇Ｅ委員 まず１作目ですけれども、途中、幻想的ともいえる場面があって、通

常の映画との違いはありましたが、引き込まれていくものがありました。発達の

遅い主人公が、人の優しさと思いやりで心を開いていくという様子、大人が過去

の歴史に捕らわれてばかりではなく、今を生きることが大切だと、思わせる場面

もあり、中には初めはうまくいっていなかった幼い兄と妹の関係が、いざという

時に現れた兄が妹に向けた愛で、その２人が、ほぐれていくという、そういった

あたたかい、日本の文化を取り入れたあたたかい映画でした。推奨でお願いいた

します。理由と、それから案も、事務局案でよろしいと思います。 

 ２番目ですけれども、この映画の中では、変わらない友情を軸に、聴者もろう

者も相手を理解し思いやる気持ちの大切さに触れていました。ろう者が自分の考

えや生き方を表すのに、手話が禁止されていた国やそういう時代があったという

ことは初めて知りました。人工内耳装用の音声言語や読唇術で表現したり、手話

で表現したり、それを併用して表現して、様々ではあるが、自分自身を分かって

もらう方法を自由であっていいのだよ、というろう者からのメッセージの映画だ

と思いました。見る人がろう者の表現方法や、現状、それらを疑似体験できる良

い内容だったと思います。推奨でお願いいたします。区分と理由も事務局案で結

構です。以上です。 

〇会長 伊藤貴行委員、お願いします。 

〇伊藤貴行委員 まず１番目の作品ですけれども、推奨に賛成します。ベルギー

人である主人公と、日本人の家政婦の交流から、国の違いを超えて理解し合うこ

との重要性を教えてくれますし、作品の中で子供の成長や、家族の絆の大切さと

いうのもよく描かれていたと思います。また、アニメーションの絵もきれいです

ので、子供たちも見やすいのではないかと思います。 

 ２番目の作品ですけれども、こちらも推奨に賛成です。３人の若者がお互いを

理解して、困難があってもそれを乗り越えて成長していく姿というのがよく描か
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れていると思いますし、人と人とのコミュニケーションにとって、手話であろう

と音声の言葉であろうと、相手を尊重し理解しようとする気持ちが、非常に大事

なのだなということを教えてくれると思います。１番目、２番目についても対象

区分、該当項目は事務局案で結構かと思います。以上です。 

〇会長 Ｉ委員、お願いします。 

〇Ｉ委員 １作目ですが、２歳半の女の子、アメリの心の中と日々の生活、1960

年代の日本での生活を描いており、優しい気持ちで見ることができました。私ぐ

らいの年の人間が見ると、すごい懐かしいなというような気持ちにもなりまし

た。子供が見ても懐かしいという気持ちが湧いてくるかどうかは分かりませんけ

れども、日本のアニメと一風変わった、色使い等、大変綺麗ですので、子供たち

にも受け入れてもらえるのではないかなと思います。推奨でお願いいたします。  

 「私たちの話し方」の方ですが、香港を舞台にした、ろう者３人の子供時代と

成人してからの生き方を描いた作品で、３人の青春映画としても大変楽しく見る

ことができましたし、手話が禁止されていた時代が世界的にあったというような

ことも後で調べて知ることもできました。そのような知識を得ることにも大変役

立つ映画かと思います。推奨でお願いいたします。 

 両作品とも、推奨基準と対象区分は事務局案のとおりでよろしいと思います。

以上です。 

〇会長 馬神委員、お願いします。 

〇馬神委員 １作目です。1960 年代の日本の文化や風景が、ベルギー人の少女の

目を通して描かれているところから、美しいものに対する感性を磨くことが期待

されるものだと思います。またニシオさんとのやりとり、また、家族とのやりと

りから、人を慈しみ大切にする心を育てるものと感じました。また、歴史を踏ま

えて、それを人々の心の葛藤を描く、さらには、それを乗り越えて受け入れてい

く人々を描く。そこで、思考力や批判力、また、観察力を養うことが期待できる

ものと考えました。該当項目、対象区分ともに事務局案のとおりでお願いいたし
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ます。 

 ２作目ですが、こちらも推奨に賛成いたします。３人のろう者がそれぞれ異な

ったコミュニケーションの方法を取って、それぞれ葛藤を抱えている、というこ

とを丁寧に描いていくことで、ろう者についての知識、また理解を深めていける

ものかと思います。また、３人がお互い反発をしたり共感をしたりしながら相手

を認める、さらには、自分の道を探していく、そうして成長していく過程をとお

して、思考力や批判力等が養われていくことも期待できると思いました。また、

お互いに一時的に対立してしまったり、誤解が生じてしまったり等ありながら

も、ずっとお互いを思い続けているという姿を描くことで、人を慈しみ大切に思

う心を育んでいけるものと思いました。該当項目、対象区分とも事務局案で良い

かと思います。以上です。 

〇会長 Ｊ委員、お願いします。 

〇Ｊ委員 まず、最初のアメリの方ですが、フランスのアニメということで、最

初は非常に映像的に違和感があったのですが、見ているうちにベルギーの人気作

家のアメリー・ノートンの独特の世界観に引き込まれていきました。家族と大好

きな家政婦さんと一緒に、幸せに暮らしているアメリですが、その大好きな日本

人家政婦さんとの別れが来たり、大好きな日本を離れなければいけないことを知

らされたり、という３歳のアメリには過酷すぎる出来事が訪れますが、人生様々

な現実を受け入れて生きていかねばならないことや、生きることの喜びについて

も描かれているこの不思議な魅力の作品、青少年には多くのことを学んでもらえ

るとても良い作品であると思います。よって推奨でお願いします。対象区分、該

当項目は事務局案でよろしいと思います。 

 ２作目の「私たちの話し方」ですが、こちらも推奨でお願いします。聴覚障害

の若者３人が心の悩みを抱えながらそれぞれ生き方やアイデンティティを模索し

て成長する姿を描いた作品で、ストーリー性もあって見応えがありました。一概

に、聴覚障害といっても人それぞれであること、手話を用いる人もいれば、人工
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内耳で聞き取ることを選択する人もいるなど、我々が普段深く考えることのない

ろう者の世界の現実を、生き生きと描いていました。多様性や自分らしさについ

て考えさせられる、こちらも良い作品だと思います。対象区分、該当項目、こち

らも事務局案でよろしいかと思います。以上です。 

〇会長 佐久間委員、お願いします。 

〇佐久間委員 まず１作品目、アメリの方ですけれども、こちらも皆様おっしゃ

っていたとおり、すばらしい作品だと思いました。また、内容も素晴らしいだけ

ではなく、映像もすばらしいと思いましたし、日本人が通常見ている、私たちが

よく目にするアニメ映画とまた違った表し方、表現ぶり、これもぜひ幅広い青少

年の方に見ていただきたいと思いました。当初は、小学生、小学校低学年にこの

歴史のことや、日本の過去を舞台にしているところなど、日本の文化をベースに

しているので、その辺が伝わりきれるのかと思いましたけれども、そういったこ

とを抜きにして、いろいろなことをそれぞれの年齢でも感じるのではないかと思

ったので、対象区分もこのままでいいのではないかと、最後に非常に思いまし

た。ですので、事務局案どおりで推奨でお願いしたいと思います。 

 それから２作品目ですけれども、こちらも前回の作品なども同じようなテーマ

だったというように思いながら見始めたのですが、見てるうちにどんどん引き込

まれる、壮大な作品だなと思いました。子供の頃からのうまく対峙していたり、

その中から伝わることも多くありましたので、ぜひ、見ていただきたい作品だと

思いましたので、事務局案とおり、推奨でお願いしたいと思います。以上です。  

〇会長 Ｇ委員、お願いします。 

〇Ｇ委員 １作品目『アメリと雨の物語』は見ることができませんでした。２作

品目『私たちの話し方』について、意見を申し上げます。推奨に賛成いたしま

す。人工内耳の歴史が短いのは想像ができますが、手話自体も歴史が短く、なぜ

かと言いますと、障害のある子供が産まれると、家の恥だと言って外に出さない

時代が長く続きました。そうした中で、手話というのは、ろう者同士のコミュニ
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ケーションですが、そういった場面が無い、また、ろう者同士が出会ったとして

も、当初のうちは、猿真似だ、ということで。「そんなこと辞めろ」と手話が禁

じられていた時代もあり、実は手話というものの歴史は短いのでございます。そ

うした中で、今の時代では、手話もあるし人工内耳もある、ということなのです

けれども。少し脱線をいたしますが、東京都にもいくつかろう学校がありますけ

れども、町田にあるライシャワー学園という学校は、人工内耳を中心として、少

しでも聴力が残っていたらそれを最善に生かそうというそういったスタンスの学

校です。もう一つ、対照的な学校が品川区に明晴学園があるのですけれども、こ

ちらは手話にとにかく集中して成長させよう、ということで、そちらも二通りあ

りまして、日本語対応手話と日本手話というものがありまして、日本語対応手話

というのが、私が話しているような、「私は、このお茶を飲みます」という順番

で行うのですけれども、日本手話については、説明が難しいのですけれども、

「私、お茶、飲む」といったように、直感的に、ろう者が自分たちで生み出した

ような言葉の並びでございます。それは、私たち健常者からすると、とても学び

にくいものではありますが、学びにくい日本手話を明晴学園は採用していて、す

ばらしいことに、明晴学園とライシャワー学園はそれぞれにお互いを尊敬し合っ

ていて、私が一つの学校を見に行ったら、「あっちの学校を見に行ってくださ

い」とそれぞれの良さをリスペクトし合っていると、そういった学校でございま

した。都立の学校はその真ん中にあるということです。脱線はいたしましたけれ

ども、様々な価値観がある、ということは、正義感や価値観がある、ということ

を学ぶ、ということにおいても良い映画だと思いましたので、『私たちの話し

方』をぜひ推奨させていただきたいと思います。脱線をしてしまい失礼いたしま

した。 

〇会長 髙島委員、お願いします。 

〇髙島委員 まず１作品目、推奨でお願いしたいと思います。出だしは不思議な

感じがしたのですけれども、見ているうちの映像の美しさに引き込まれて、自分
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が忘れかけていた子供の頃の印象的なシーンを思い出すことができました。それ

から、本当に自分を受け止めてもらえているかどうかについて、人は産まれなが

らに無意識に自分の価値観を相手に押しつけてしまうことがあるものだ、という

ことを再認識することができました。どれだけ小さくとも、１人の人間として、

押しつけられたものに反発するのは当然だというように思いました。相手そのも

のを受け止めることの大切さを実感することができました。対象区分と推奨理由

につきましては、事務局案でお願いしたいと思います。 

 ２作品目につきましても、推奨でお願いいたします。自分らしく生きることの

大切さを深く考えさせられた映画でした。聴覚に障害のある方の特有の悩みや苦

しみが変わっていっただけではなく、誰でも周りの人の価値観の影響を受け過ぎ

てしまうと、本当の自分を見失ってしまうことがあるということを理解すること

ができました。エンディングロールの最後に出てくる２人の男の子ですが、非常

にそれが象徴的でした。１人は自尊心が大切、もう１人は簡単な暮らし、そして

自由が大切。それぞれ大切なものは違うけれども２人は手を繋ぎました。先ほど

のお話があるように、それぞれを尊重し合っているのだな、と映画の中の主人公

たちを上手く最後まとめてくれたのだなと思いました。自分に嘘をつかない、自

分らしい生き方とはなにか、と子供も大人も考えることのできる映画だと感じま

した。対象区分と推奨理由につきましては、事務局案で良いと思います。以上で

す。 

〇会長 Ａ委員、お願いします。 

〇Ａ委員 １作目の映画は推奨でお願いします。文化や国籍といったものを超え

て、アメリが成長していく姿を見ることは非常に重要であると考えております。

また、生と死、こういったところに子供たちが触れるということも重要な機会で

あると思います。またアメリ自身が非常に独創的な、独特の感性を持っていると

いうことから、多様性や自主性、そういったものを子供たちが学ぶこともできる

のではないかと思います。作品自体も非常に彩り豊かなアニメだなということを
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感じまして、没入していくと言いますか、そういったところが非常にアニメの中

でも感じられたと思っております。対象区分に関しては、小学生低学年、少し難

しいかなというところを感じましたが、あくまでも私の感想ということでお願い

をしたいと思います。 

 二つ目の映画ですけれども、こちらも推奨でお願いをしたいと思います。コミ

ュニケーションの多様性というものを非常に学ぶことができ、お互いのコミュニ

ケーション手段へのリスペクトのようなものも感じられた映画でありました。私

自身も、非常に勉強になったと思っております。それぞれのコミュニケーション

の獲得を通して、葛藤や生き様、こういったものを子供たちが学ぶことができる

ことは非常に有益だと考えますので、事務局案どおり推奨ということでお願いし

ます。 

〇会長 Ｈ委員、お願いします。 

〇Ｈ委員 まず２作品ともに推奨に賛成でございます。それから、推奨基準、対

象区分ともに事務局案どおりで、２作品とも良いと思います。１作目の『アメリ

と雨の物語』については、外国人から見た日本の風習が描かれておりますので、

今の日本の子供たちにも、日本の古き良き文化が伝わる良い作品ではないかと思

いますので、ぜひ推奨したいと思います。 

 それから２作品目の『私たちの話し方』については障害の在り方によって、

様々なコミュニケーションの取り方があるということを、子供たちにも知っても

らう良い機会になるのではないかと思いますので、ぜひ推奨したいと思います。

以上です。 

〇会長 Ｃ委員、お願いします。 

〇Ｃ委員 １作目の『アメリと雨の物語』でございますけども、主人公アメリが

内向的で不器用なところがあって、それでも自分なりの方法で人と関わってい

く。目立たなくても自分の得意な形で社会とつながれば良いという多様性を尊重

するメッセージにも、私自身受け取れました。そして、日本の文化や歴史につい
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ても改めて触れることの機会にもなりましたし、また、家政婦のニシオさんとの

心温まる友情もありまして、文化やそういった国籍の違いも超えて、多様な人た

ちと共生していくというような、そういうことも学べると思いましたので、ぜひ

推奨でお願いしたいと思います。対象区分と該当項目は、事務局案でよろしくお

願いしたいと思います。 

 それから２作目ですが、様々な推奨の御意見が、皆さんからありましたけれど

も、私もそう思いますし、主人公たちのように、自分が生きている道、また、暮

らしている生活に行き詰まったときに、一度立ち止まって自分が進みたい道をま

た考えれば良いというそうした原点に戻ると言いますか、行き詰まったら立ち止

まって考えていく、そういう考え方も、悩みが多い青少年の健全性には良い影響

があるかなと思いますので、ぜひこれも推奨でお願いをしたいと思います。該当

項目、対象区分と該当項目は事務局案でよろしくお願いいたします。以上です。  

〇会長 会長代理、お願いします。 

○会長代理 １番目、２番目とも推奨に賛成です。１番目については、既に委員

の方々から様々な御意見があり、本当にそのとおりだなと思います。ただ、冒頭

の難しさや、それから、戦争のこと、アメリがニシオさんに連れられてお盆の灯

籠流しに行き、それに対してカシマさんが𠮟責する場面など、なかなか小学校の

低学年には少し難しいのかなと、そういった印象も持ったのですが、たくさんの

いろいろなメッセージが込められた作品ですので、少しでも小さい子供にも感じ

取ってもらえればそれで良いのかな、ということで、区分についても事務局案ど

おりで賛成です。 

 それから、２番目については、聴覚障害を扱った作品で、ここで取り上げるこ

とも多いのですけれども、特に、その聴覚障害ということを越えて、映画として

も充実した面白さを感じられる作品でした。そして、人工内耳か手話、どちら

が、といった話も私も知らなかった話なのですけれども、そのことによってより

こういった世界、聴覚障害の世界が身近にも感じられましたし、そこで葛藤する
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若者たちの姿からも大変学ぶものがあったかと思います。対象区分も事務局案ど

おりで結構です。以上です。 

〇会長 ありがとうございます。本日、御欠席の委員から御意見が寄せられてお

りますので、参考に御紹介をいたします。 

１作目、『アメリと雨の物語』について、日本製のアニメとは異なるタッチ、

色彩で描かれており、感性を磨き、育てる映画だと思う。印象的だったのは、目

の色が異なり、描き分けられている点。端午の節句や精霊流しなど日本文化に改

めて接する機会となり、また戦争の歴史についても知ることにつながると思う。

推奨に賛成。対象区分は吹き替え版があるが内容がやや理解しにくいため、小学

校高学年から。該当項目は２号から６号まででお願いをします、という意見でし

た。 

２作目、『私たちの話し方』について、ろう者の若者３人の手話、口話による

三者三様の話し方が描かれ、その１人１人異なる聞こえ方を再現して、難聴の

方々の聞こえ方を映画という表現方法を通じて健常者が理解しやすく伝えている

点が秀逸だと感じた。以前審議した『ホワイトハンドコーラス NIPPON～Brüder

よろこびのウィーン～』以上に聴覚障害への理解が深まる映画だと思う。実は、

以前の職場に複数の聴覚障害を持つ同僚たちがいた。今回の登場人物のように生

まれつき難聴の人や、後から難聴になった人など１人１人異なっていた。この映

画を見るまで彼らがどのような音の中で生活しているのか全く理解していなかっ

たし、想像しようともしなかったことに気づき愕然とした。人工内耳大使にもな

ったソフィーが実はよく聞き取れずに大学や職場で孤立していく場面では、私自

身も含め、健常者たちの理解のなさが聴覚障害のある人を孤立させてしまうこと

を思い知らされた。ソフィーが途切れ途切れの人工内耳の音の世界から手話によ

って本来の自分を取り戻して、いきいきと聴覚障害のある子供たちのために働く

姿からも思考力、観察力が養われているように思う。自分とは異なる立場の人た

ちを思いやり、大切にする心を育てることにつながる優れた映画として推奨に値
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する映画だと思う。対象区分は小学校高学年から高校生、該当区分は、事務局案

どおりという意見でございました。 

私も、皆様と同じようにどちらの映画も非常に見応えがあり、子供たちにぜ

ひ、見せたい、推奨したい映画だと感じました。 

それでは、いただいた諮問に対する答申といたしましてですけれども、１番目

『アメリと雨の物語』につきまして、全員の委員が推奨するという御意見で、対

象区分につきましては、２名の委員が、小学校低学年は少し難しいという御意見

もありましたけれども、概ねの方が事務局案どおりということで、対象区分、該

当は事務局案どおり。 

それから、２番目の『私たちの話し方』につきましては、全員の委員が推奨す

る、対象区分についても事務局案どおりということで答申をいたしたいと思いま

すが、よろしゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それで

は、審議が終わりまして、事務局から連絡事項ございますでしょうか。 

〇若年支援事業課長 それでは、資料の 21 ページをご覧いただきたいと思いま

す。都民の申し出は 12 月処理分がメールによるものが１件ございました。８条

指定図書類の指定に関するもので、社会的弱者を扱った内容で、偏見につながる

おそれ等があり、未成年の子供たちの目に触れないよう対応をとってほしいとい

う内容の申し出でした。事務局におきまして当該図書類を確認したところ、一部

性的な行為に及ぶ内容が含まれているものでしたが、著しく性的感情を刺激する

とはいえないものであったため、条例施行規則第 15 条の指定基準に該当するも

のとまでは言えず、諮問には至らないと判断いたしました。 

都民の申し出の１月処理分はメールによるものが１件ございました。８条指定

図書類の指定に関するもので、性行為と性器がはっきりと描かれている漫画作品

が、出版物として紙媒体で販売されている。明らかにＲ18 の内容であるにも関わ

らず、他のＲ18 に該当しない作品と並んでいるのは問題だと思う、という内容の
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申し出でした。この申し出では３誌の図書名を示されましたので、事務局におき

まして当該図書類を確認したところ、性的な行為に及ぶ内容が含まれているもの

でしたが、著しく性的感情を刺激するとは言えないものであったため、条例施行

規則第 15 条の指定基準に該当するものとまでは言えず、諮問には至らないと判

断いたしました。 

続きまして、次回審議会に諮問予定の映画が１本ございます。作品名は『オー

ルド・オーク』です。申請者は、株式会社ファインフィルムズ、試写会が２月 25

日の水曜日 13 時から、試写会場は港区にございます、キノフィルムズ試写室で

ございます。なお、原則として審査会は申請者等が報道関係者向けに開催する試

写会と合わせて開催しているため、途中の入退場はできませんので御注意くださ

い。ＤＶＤやオンラインでの視聴も対応可能でございます。詳細は委員の皆様に

メールにて後日、御案内を送付させていただきます。 

事務局からは以上でございます。 

〇会長 ありがとうございます。本日の調査審議事項について何か質問あります

か。 

それでは、以上で調査審議事項は終了です。傍聴人の方々が再入室するため、調

査・審議資料はしまっていただきますよう、図書については事務局で回収をお願

いいたします。 

（傍聴人再入室） 

〇会長 それでは議事を再開いたします。事務局から説明をお願いします。 

〇若年支援事業課長 まず、本日の審議ですが、８条指定図書２誌について諮問

を行い、２誌を東京都青少年の健全な育成に関する条例第８条第１項に該当する

図書類として指定することが適当であるという答申となりました。 

また、映画『アメリと雨の物語』及び『私たちの話し方』につきまして諮問を

行い、推奨することが適当であるという答申となりました。 

また、本日、審議会に報告した都民の申出は２件ございました。 
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８条指定図書の告示予定日は令和８年２月 13 日（金曜日）、推奨映画の公告

予定日は令和８年２月 18 日（水曜日）、プレス発表は告示日前日の令和８年２

月 12 日（木曜日）となります。告示日もしくは告示日の前日まで８条指定図書

の名称の公開をお控えいただくよう、重ねてお願い申し上げます。 

最後に、次回の審議会について御案内いたします。メールでも御連絡いたしま

したが、当初の令和８年３月９日から変更させていただき、令和８年３月 10 日

火曜日の 15 時 30 分から、場所は今回と同じこの会場を予定してございます。 

以上でございます。 

〇会長 それでは、本日はこれで終了といたします。お疲れ様でした。 

（午後４時 50 分閉会） 


